
福島市公共下水道処理区域外 流入に関する事務取扱要綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、公 共 下 水 道 処 理 区 域（ 福 島 市 下 水 道 条 例（ 昭 和 ４ ６

年 条 例 第 ５ ９ 号 。  以 下「 下 水 道 条 例 」と い う 。）第 ３ 条 第 ６ 号 に 規 定 す

る 区 域 ）以 外 の 汚 水 の 排 除 の 取 扱 い に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と

す る 。  

 （ 申 請 ）  

第 ２ 条  処 理 区 域 以 外 の 汚 水 を 公 共 下 水 道 に 排 除 し よ う と す る 者 （ 以 下

「 申 請 者 」 と い う 。） は 、 あ ら か じ め 上 下 水 道 事 業 管 理 者 （ 以 下 「 管 理

者 」 と い う 。） に 申 請 し 許 可 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 に よ る 申 請 は 、下 水 道 条 例 第 ２ １ 条 の 規 定 に よ る 物 件 設 置 許 可 申

請 書 に よ る も の と し 、 必 要 な 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 許 可 の 基 準 ）  

第 ３ 条  管 理 者 は 、前 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 申 請 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 に は 、

次 の 各 号 に 基 づ き 申 請 内 容 を 審 査 し 、流 域 下 水 道 管 理 者 に 協 議 の う え 支

障 な い こ と の 確 認 を 得 れ ば 、物 件 設 置 許 可 書 に よ り 許 可 す る も の と す る 。 

(1) 申 請 者 の 敷 地 が 、 公 共 下 水 道 が 布 設 さ れ て い る 道 路 に 面 し て お り 、

か つ 排 水 が 自 然 流 下 で 排 除 可 能 で あ る こ と 。  

(2) 公 共 下 水 道 の 管 理 上 支 障 の な い こ と 。  

(3) 地 域 の 環 境 が 著 し く 改 善 さ れ る こ と 。  

(4) 開 発 行 為 の 許 可 に あ た っ て は 、 福 島 市 公 共 下 水 道 計 画 区 域 内 開 発 行

為 に 伴 う 取 扱 要 綱 に よ る も の と す る 。  

 （ 下 水 道 施 設 の 設 置 ）  

第 ４ 条  公 共 下 水 道 に 接 続 す る 下 水 道 施 設 の 工 事 に 係 る 経 費 は 許 可 を 受

け た 者 の 負 担 に お い て 設 置 す る も の と す る 。  

２  下 水 道 施 設 及 び 宅 地 内 排 水 設 備 の 施 工 に つ い て は 、下 水 道 条 例 に 定 め

る も の の ほ か 、福 島 市 公 共 下 水 道 計 画 区 域 内 開 発 行 為 に 伴 う 取 扱 要 綱 に

よ る も の と す る 。  

３  宅 地 内 排 水 設 備 の 施 工 に つ い て は 、福 島 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 で な け

れ ば 行 っ て は な ら な い 。  

 （ 下 水 道 受 益 者 負 担 金 相 当 額 の 納 入 ）  

第 ５ 条  許 可 を 受 け た 者 は 、福 島 都 市 計 画 下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 に 関 す る

条 例 （ 昭 和 ４ ５ 年 条 例 第 ２ ８ 号 。 以 下 「 負 担 金 条 例 」 と い う 。） 第 ４ 条

に 基 づ き 計 算 さ れ た 下 水 道 受 益 者 負 担 金 相 当 額 を 管 理 者 の 指 定 す る 期



日 ま で に 一 括 納 入 す る も の と す る 。  

２  開 発 行 為 に よ り 施 工 し た 下 水 道 管 等（ 下 水 道 本 管 及 び 公 共 汚 水 桝 ）を

福 島 市 に 帰 属 し た 場 合 は 、受 益 者 負 担 金 相 当 額 を 減 免 す る こ と が で き る 。

た だ し 、開 発 行 為 者 が 下 水 道 本 管 を 布 設 す る こ と な く 福 島 市 の 公 共 下 水

道 に 直 接 接 続 し た 場 合 は 減 免 と し な い 。  

３  前 項 の 減 免 の 扱 い は 負 担 金 条 例 第 ８ 条 第 ２ 項 第 ５ 号 に よ る 下 水 道 受

益 者 負 担 金 減 免 基 準 ７ を 準 用 し 、 減 免 率 100 パ ー セ ン ト と す る 。  

４  管 理 者 が 公 益 上 、受 益 者 負 担 金 相 当 額 を 減 免 す る 必 要 が あ る と 認 め た

場 合 は 、 受 益 者 負 担 金 相 当 額 を 減 免 す る こ と が で き る 。  

５  前 項 の 規 定 に よ る 受 益 者 負 担 金 相 当 額 は 、当 該 土 地 が 負 担 金 条 例 第 ５

条 に よ る 賦 課 対 象 区 域 と し て 公 示 さ れ た 場 合 に は 、受 益 者 負 担 金 と み な

し 当 該 土 地 に 係 る 受 益 者 負 担 金 は 徴 収 し な い 。  

 （ 下 水 道 使 用 料 の 納 入 ）  

第 ６ 条  使 用 者 は 、下 水 道 条 例 第 １ ６ 条 の 規 定 に 基 づ く 使 用 料 を 、管 理 者

の 指 定 す る 期 日 ま で に 納 入 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 補 足 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 に 定 め の な い も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 管 理 者 が 別 に 定

め る 。  

 

    附  則  

 こ の 要 綱 は 昭 和 ６ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    附  則  

 こ の 要 綱 は 平 成 １ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    附  則  

 こ の 要 綱 は 平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 附  則  

 こ の 要 綱 は 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 附  則  

 こ の 要 綱 は 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


